
皆様に安心して施設をご利用いただくため、「利用者が遵守すべき事項」を遵守い
ただけない場合は、入館をお断りする、または途中退場を求めることがあります。 
下記に該当する方は、本日の利用をご遠慮いただきますようお願いいたします。 

基本的な新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用の位置づけは変更し
ませんが、身体的距離及び会話の有無によるマスク着用については以下のとおりと
します。

※特に、夏場については熱中症防止の観点から屋外での「マスク着用の必要のない場面」では、   
マスクを外すことを推奨する。 
※２才未満の乳幼児には、マスク着用を推奨しない。
※２才以上の未就学児には、マスク着用を一律には求めない。

令和4年11月1日 
札幌市・札幌市スポーツ協会 

施設利用時における遵守事項のお願い 

１ 以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせること。
（１）体調が良くない場合 
・発熱、咳、咽頭痛など風邪の症状がある 
・だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難）がある 
・嗅覚や味覚の異常がある 
・体調が重く感じられる、疲れやすい 

（２）新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合 
（３）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 
（４）政府が定める所定期間内に入国制限、入国後の観察期間を必要とされて 
いる国、地域等からの入国者との濃厚接触がある場合 

２ マスクを持参すること。 
３ こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を徹底すること。 
４ 他の利用者、施設管理スタッフ等との距離（できるだけ2ｍ以上）を確保 
 すること。 
５ 利用中に大きな声で会話、応援をしないこと。 
６ 感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の遵守、施設管理者の 
指示に従うこと。 

◇利用者が遵守すべき事項◇

◇マスクの着用について◇


